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Ⅰ．常時介護を要する障害者等に対する支援について
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Ⅱ． 障害者等の移動の支援について
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＜現状＞

（個別給付に係る移動支援）
○ 居宅介護における移動支援の範囲は、通院等又は官公署での手続き並びに指定地域移行支援事業所等を訪問する場合
である。

○ 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの日中活動系

サービスへの通所については送迎加算により対応している。

○ 重度訪問介護・同行援護・行動援護における移動支援は、移動の目的が「社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のた

めの外出」とされ、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外

出」は対象外とされている。

○ 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出について

・ 障害者雇用納付金制度の助成金（重度障害者等通勤対策助成金）で、一定期間、通勤を容易にするための措置を行う事

業主に対し助成（例：通勤指導員の配置：10年間、通勤援助者：1ヶ月間）。

・ 通勤に加え、障害者たる個人事業主の勤務中の移動支援も対象外である。

○ 通学を中心とした通年かつ長期にわたる外出について

・ 通学は通年かつ長期にわたる外出」のため、個別給付における移動支援の対象外である。

・ 実態として、放課後等デイサービスの送迎サービスが、結果的に下校時の移動支援になっている場合もある。

○ 平成28年４月１日に施行される障害者差別解消法第４条第２項において、「社会的障壁の除去は、それを必要としている障

害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとなら

ないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」と各実施主体における合理的配慮について規

定されている。
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＜現状＞

（地域生活支援事業に係る移動支援）

○ 地域生活支援事業による移動支援は、個別給付のような全国一律の基準に基づく運用ではなく、実施主体である市町村

の判断で地域の特性や個々の利用者のニーズに応じた柔軟な形態で実施することが可能。具体的な実施形態として①個

別支援型、②グループ支援型、③車両移送型などが想定される。

○ 国は、予算の範囲内で市町村が支弁した費用の１００分の５０以内を補助することができると規定されている。

＜参考：地域生活支援事業の移動支援における通勤、通学の運用について＞

○ 平成２５年度に実施している市町村(1,685)のうち

・ 通勤を目的とした利用を一定の要件のもと対象としている 27.4%

・ 通学を目的とした利用を一定の要件のもと対象としている 58.9%

※ 対象としている例：保護者の疾病等により一時的に送迎が困難な場合、通学ルートを覚えるための訓練として一時

的に利用する場合 など



○ 移動支援と介護を一体的に提供する必要がある一定程度以上の重度障害者については、同行援護、行動援護、重度訪問介護、居宅介護（うち通院等介助、通
院等乗降介助）といった「個別給付（義務的経費）」でサービスを提供（マンツーマンでの対応）。

○ その他、利用者の個々のニーズや状況に応じた柔軟な支援や複数の者に対する移動の同時支援（グループ支援）などを行うため、市町村を実施主体とする「
地域生活支援事業（裁量的経費）」（移動支援事業）としてサービスを提供（マンツーマン、複数の者、いずれの対応もあり得る）。

○ 個別給付については、障害者の社会参加の促進、地域での障害者の自立した生活を支える上で重要であるが、これらの制度の趣旨や人員・財源の制約などか
ら、「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」は対象外としている。

～障害者の移動を支援する福祉サービス事業体系～

移動支援 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

対
象
者

○ 障害者等であって、市町村が外出時
に移動の支援が必要と認めた者

○ 障害者・障害児

（身体障害、知的障害、精神障
害）

・ 障害支援区分１以上

○ 障害者

（重度の肢体不自由者又は重度の知的障
害者若しくは精神障害者）

・障害支援区分４以上に該当し、次の①又は
②のいずれかに該当する者

① 二肢以上に麻痺等がある者であって、
障害支援区分調査項目のうち「歩行」、
「移乗」、「排尿」、 「排便」のいずれもが
「支援が不要」以外に認定されている者

② 障害支援区分認定調査項目のうち行動
関連項目等（１２項目）の合計点数が１０
点以上である者

○ 障害者・障害児
（重度の視覚障害）

【身体介護なし】
・同行援護アセスメント票の基準を満たす者
【身体介護あり】

上記に加えて
① 障害支援区分２以上
② 障害支援区分調査項目のうち「歩行」に

あっては「全面的な支援が必要」に認定又
は「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいず
れかが「支援が不要」以外に認定

○ 障害者・障害児
（重度の知的障害、精神障害）

・以下のいずれにも該当
① 障害支援区分３以上
② 障害支援区分認定調査項目のうち行

動関連項目等（１２項目）の合計点数が
１０点以上である者

支
援
の
範
囲

○ 社会生活上必要不可欠な外出及び余
暇活動等の社会参加のための外出の
際の移動を支援

○ 実施方法
ア 個別支援型
イ グループ支援型
・ 複数の障害者等への 同時支援
・ 屋外でのグループワーク、同一目的

地・同一イベントへの複数人同時参加
の際の支援

ウ 車両移送型
・ 福祉バス等車両の巡回による送迎支

援

居宅における
○入浴、排せつ及び食事等の介護
○調理、洗濯及び掃除等の家事
○生活等に関する相談及び助言
○その他生活全般にわたる援助

外出時における
○病院等への通院のための移動介

助や屋内外における移動等の介助
又は通院先等での受診等の手続き、
移動等の介助

居宅における
○入浴、排せつ及び食事等の介護
○調理、洗濯及び掃除等の家事
○その他生活全般にわたる援助

外出時における
○移動中の介護

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に
対応するための見守り等の支援を含む。

外出時における
○移動に必要な情報の提供
○移動の援護、排せつ及び食事等の介護
○その他外出時に必要な援助

○行動する際に生じ得る危険を回避する
ために必要な援護
○移動中の介護
○外出前後に行われる衣服の着脱介助
など
○排せつ及び食事等の介護その他の障

害者等が行動する際に必要な援助

移
動
の
目
的

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会
参加のための外出

○ 病院への通院等のための移動介
助又は官公署での公的手続若しく
は障害者総合支援法に基づくサー
ビスを受けるための相談に係る移
動介助

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会参
加のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外
出、通年かつ長期にわたる外出及び社会
通念上適当でない外出」を除く

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会参加
のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上
適当でない外出」を除く

○ 社会生活上必要不可欠な外出、社会
参加のための外出

※ 「通勤、営業活動等の経済活動に係る
外出、通年かつ長期にわたる外出及び
社会通念上適当でない外出」を除く

地域生活支援事業
（裁量的経費）

個別給付（義務的経費）
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移動系障害福祉サービス等（身体障害）

※ 通所系サービス（障害児を含む。）には、送迎加算がある。

同⾏援護同⾏援護

重度訪問介護移
動
支
援 居宅介護

（通院等介助）

区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

肢体不⾃由者

児

視 覚 障 害 者

児
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移動系障害福祉サービス等（知的障害・精神障害）

※ 通所系サービス（障害児を含む。）には、送迎加算がある。

重度訪問介護

移
動
支
援

居宅介護
（通院等介助） ⾏動援護

重度訪問介護

区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

知 的 障 害 者

児

精 神 障 害 者

児
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Ⅲ． 障害者の就労支援について
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＜現状＞
（制度的枠組み）
○ 就労系障害福祉サービスには、「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」の３つのサービス
があり、一般就労を希望する方にはできるだけ一般就労していただけるよう、また、一般就労が困難な方には賃金
や工賃の水準が向上するよう支援を行っている。

○ 就労移行支援は、就労を希望する障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者に対し、就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動に関する支援、適性に応じた職場開拓、就職後に
おける職場定着に必要な支援を行うものである。

○ 就労継続支援A型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対
し、就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行うものである。

○ 就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対
し、就労機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行うものである。

（就労継続支援、就労移行支援）
○ 就労継続支援A型及びB型の運営基準において、求職活動の支援や求人開拓、職場への定着のための支援等の
実施に努めることとされている。

○ 就労移行支援における一般就労への移行率は約24.9％である一方、就労継続支援A型では約4.9％、就労継続支
援B型では1.6％となっている。

○ 就労継続支援A型における平均賃金月額（平成２５年度）は69,512円であり、就労継続支援B型における平均工賃
月額（平成２５年度）は14,437円となっている。

○ 平成２７年度報酬改定において、
・ 就労移行支援については、一般就労への定着支援を充実・強化するため、利用者の就労定着期間に着目した加
算を新たに創設

・ 就労継続支援A型については、事業所における利用者の利用実態を踏まえ、短時間利用に係る減算の仕組みの
見直し

・ 就労継続支援B型については、工賃向上に向けた取組を推進するため、工賃が一定の水準に達している事業所
を評価するための新たな加算区分を創設

などの対応を行うこととしている。
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＜現状＞

（就労定着支援等）
○ 平成27年度の報酬改定において、利用者の就労継続期間に応じて加算で評価する仕組みを創設することにより、
就労移行支援事業所における就労定着支援の充実・強化を図ることとしている。

○ また、一般就労移行後における就労定着のための生活支援については、就労移行支援事業所以外にも、障害者
就業・生活支援センターの生活支援担当職員による支援が行われている。

○ 障害者就業・生活支援センターでは、就業面の支援を担う就業支援担当者と生活面の支援を担う生活支援担当
者が配置されており、福祉と労働が連携しながら就業面と生活面の相談・支援を一体的に行っている。
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就労移行支援事業 就労継続支援Ａ型事業 就労継続支援Ｂ型事業

事

業

概

要

就労を希望する６５歳未満の障害者で、

通常の事業所に雇用されることが可能と

見込まれる者に対して、①生産活動、職

場体験等の活動の機会の提供その他の

就労に必要な知識及び能力の向上のた

めに必要な訓練、②求職活動に関する

支援、③その適性に応じた職場の開拓、

④就職後における職場への定着のため

に必要な相談等の支援を行う。

（利用期間：２年）
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認めら

れた場合に限り、最大１年間の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困難であり、

雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、

雇用契約の締結等による就労の機会の提供及

び生産活動の機会の提供その他の就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練等

の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難であり、

雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、

就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供

その他の就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

（利用期間：制限なし）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者 ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の

雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行った

が、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、

現に雇用関係の状態にない者

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で

一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定に

おける利用を含む）した結果、本事業の利用

が適当と判断された者

③ ①、②に該当しない者で、50歳に達してい

る者、又は障害基礎年金1級受給者

④ ①、②、③に該当しない者で、協議会等からの意

見を徴すること等により、一般就労への移行等が

困難と市町村が判断した者

（平成２７年３月末までの経過措置）

報酬
単価

７４７単位（平成26年４月～）
※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合

５２６単位（平成26年４月～）
※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合

５２６単位（平成26年４月～）
※ 利用定員が21 人以上40 人以下の場合

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス
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① 特別支援学校から一般企業への就職が約２８.４％ 障害福祉サービスの利用が約６１.７％

② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 １．３ ％（Ｈ１５） → ４．６ ％（Ｈ２５）
※就労移行支援からは２４．９％ （Ｈ２５）

12,070人/年

特別支援学校
卒業生19,576人/年

799人/年

一般就労への

移行の現状

就 職

地域

生活

企 業 等

ハローワークからの
紹介就職件数

７７，８３３人

（平成２５年度）

（平成２６年３月卒）

・就労移行支援 約 ２．４万人

・就労継続支援Ａ型 約 ３．０万人

・就労継続支援Ｂ型 約１６．２万人

（平成２５年１０月）

小規模作業所 約０．６万人（平成２４年４月）

地域活動支援センター 就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害者総数約７８８万人中、１８歳～６４歳の在宅者数、約３２４万人
（内訳：身１１１万人、知４１万人、精１７２万人）

（平成２６年度）

雇用者数

約４３.１万人

(平成25年6月1日時点)

＊50人以上企業

障害福祉サービス

5,557人/年

13

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0

2,460人/ H18 1.9 倍

3,293人/ H21 2.6 倍

4,403人/ H22 3.4 倍

5,675人/ H23 4.4 倍

7,717人/ H24 6.0 倍

10,001人/ H25 7.8 倍



0% 10% 20%

平成２５年

24.9％

4.9％

1.6％

4.6％

就労系の障害福祉サービスから一般就労への移行率と移行者の推移
①一般就労への移行率

旧授産施設
・福祉工場

0% 10% 20%

平成２４年

20.2％

3.5％

1.4％

3.7％

0% 10% 20%

平成２３年

1.0％

20.1％

3.7％

1.6％

3.6％

0% 10% 20%

平成２２年

1.0％

16.4％

2.5％

1.4％

2.9％

0% 10% 20%

平成２１年

1.0％

12.1％

2.2％

1.1％

2.2％

0% 10% 20%

平成２０年

1.5％

10.0％

2.4％

1.4％

2.2％

0% 10% 20%

平成１８年

2.0％

0% 10% 20%

平成１５年

1.3％

就労移行

就労継続
支援Ａ型

就労継続
支援Ｂ型

全 体

自立支援法に
よる新体系

②一般就労への移行者数

1,288人
2,460人 3,000人 3,293人 4,403人

5,675人 7,717人

平成15年度 平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
【データの出典】社会福祉施設等調査

※平成23年度末に
新体系へ移行

10,001人

平成25年度 14



平成２５年度平均工賃（賃金）

施設種別
平均工賃(賃金) 施設数

(箇所)

平成24年度(参考)

月額 時間額 月額 時間額

就労継続支援
B型事業所
（対前年比）

14,437円
(101.7％)

178円
(101.1%)

8,589 14,190円 176円

就労継続支援
Ａ型事業所
（対前年比）

69,458円
(101.1%) 737円(101.8%) 2,082 68,691円 724円

就労継続支援事業
平均

22,898円
(108.1%)

276円
(107.0%)

10,671 21,175円 258円

平成18年度と平成25年度の比較

対象事業所 平均工賃（賃金）〈増減率〉

工賃向上計画の対象施設（※）の平均工賃
※ 平成18年度は就労継続支援Ｂ型事業所、入所・通所授産施設、小規模通所授
産施設

（平成１８年度） （平成２５年度）

12,222円 → 14,437円〈118.1%〉

就労継続支援Ｂ型事業所（平成２５年度末時点）で、平成
１８年度から継続して工賃倍増５か年計画・工賃向上計画
の対象となっている施設の平均工賃

（平成１８年度） （平成２５年度ｓ）

12,542円 → 15,872円〈126.6%〉

平成25年度平均工賃（賃金）月額の実績

15



0% 50% 100%

平成20年4月

平成21年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成26年4月

35.7%

39.3%

42.4%

36.2%

35.2%

36.5%

35.1%

28.6%

13.1%

10.6%

8.1%

7.7%

6.3%

5.4%

14.3%

18.3%

16.8%

15.6%

15.8%

14.9%

14.7%

4.8%

11.5%

11.3%

14.1%

14.2%

12.2%

11.8%

4.8%

6.0%

5.4%

8.1%

7.7%

7.9%

8.4%

0.0%

2.5%

3.8%

4.9%

5.9%

4.7%

5.4%

11.9%

9.3%

9.6%

13.0%

13.5%

17.7%

19.3%

0% 0％超～

10％未満

10％超～

20％未満

20％超～

30％未満

30％超～

40％未満

40％超～

50％未満

50%以上

就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移

(一般就労移行率)

厚生労働省障害福祉課調べ

一般就労への移行率が20%以上の施設 44.9% (施設数1038)

一般就労への移行率が20%以上の施設 42.5%(施設数880)

一般就労への移行率が20%以上の施設 41.3%(施設数612)

一般就労への移行率が20%以上の施設 40.1%(施設数463)

一般就労への移行率が20%以上の施設 30.1%(施設数310)

(２６年４月分 回答率：８２.５％)

一般就労への移行率が20%以上の施設 29.3%(施設数224)

一般就労への移行率が20%以上の施設 21.5%(施設数9)
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就労定着支援体制加算の創設

【就労定着支援体制加算創設の趣旨】

一般就労への定着支援を充実・強化するため、現行の就労移行支援体制加算を廃止し、利用者
の就労定着期間に着目した加算を新たに創設

一般就労移行後、６ヵ月以上就労している者の利用定員に占める割合が一定以上の場合、以下の区分に応じ
た単位数を加算

・ 就労定着者が５％以上１５％未満 ４１単位
・ 就労定着者が１５％以上２５％未満 ６８単位
・ 就労定着者が２５％以上３５％未満 １０２単位
・ 就労定着者が３５％以上４５％未満 １４６単位
・ 就労定着者が４５％以上 ２０９単位

５％以上１５％未満 ２９単位
１５％以上２５％未満 ４８単位
２５％以上３５％未満 ７１単位
３５％以上４５％未満 １０２単位
４５％以上 １４６単位

５％以上１５％未満 ２５単位
１５％以上２５％未満 ４１単位
２５％以上３５％未満 ６１単位
３５％以上４５％未満 ８８単位
４５％以上 １２５単位

５％以上１５％未満 ２１単位
１５％以上２５％未満 ３４単位
２５％以上３５％未満 ５１単位
３５％以上４５％未満 ７３単位
４５％以上 １０５単位

６ヵ月以上１２月未満 １２ヵ月以上２４月未満 ２４ヵ月以上３６月未満

一般就労移行後、就労継続期間に応じて、以下の区分に応じた単位数をそれぞれ加算

就労継続期間に応じた加算に見直し

現行の加算

見直し後の加算

17



障害のある方

相談

地域障害者
職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者１～２名）

就業支援
（就業支援担当者2名）

ハローワーク

事業主
職場適応支援

求職活動支援

障害福祉サービス
事業者等

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの
利用調整

福祉事務所
福祉サービスの
利用調整

医療機関

医療面の相談

就労移行支援事業
対象者の
送り出し

就職後の継続支援

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

技術的支援

障害者就業・生活支援センター事業

・ 就職を希望している障害のある人、あるいは在職中の障害のある人を対象に、ハローワークや地域障害者職業センター、福祉事務

所や障害福祉サービス事業者等の関係機関と連携して様々な支援制度を活用しつつ、就職に当たっての支援や仕事を続けていくた

めの支援を、日常生活面も含めて行う。

・ 設置・運営・・・全国で３２２箇所 （平成２６年４月１日現在）
・ 支援対象障害者（登録者）数・・・１１０，９１４人 （平成２４年度末時点）
・ 相談・支援件数 （障害者：平成２４年度）・・・１，２７１，４７２回 （延べ回数）
・ 相談・支援件数 （事業主：平成２４年度）・・・２３７,７２７回 （延べ回数）
・ 就職件数・・・１５，４３１件 （平成２４年度）
・ 職場定着率・・・８０．６％ （就職後６ヶ月経過時点）

自立・安定した職業生活の実現 18



Ⅳ． 障害支援区分の認定を含めた支給決定の
在り方について
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＜現状＞

（支給決定プロセス）
○ 平成24年度から支給決定プロセスを見直し、市町村は支給決定を行うに当たっては、サービス等利用計画案の提

出を求めるものとし、利用者の意向が反映される仕組みとしているとともに、相談支援専門員である第三者が支給
決定の過程に加わることになっているところ。

○ サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象として
いる。

○ 平成27年度報酬改定において、手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援が提供さ
れた場合に、特定事業所加算として評価する仕組みを創設し、相談支援に係る報酬上の評価を図る予定。
また、引き続きの検討事項として、基本報酬の評価、モニタリングの実施頻度について、実態を把握することとして

いる。

○ サービス等利用計画を作成する相談支援専門員は、実務経験と研修の修了が要件。研修の実施主体は都道府県
であり、必要な経費は地域生活支援事業において助成。さらに、研修については、初任者研修の他、現任（更新）研
修及び専門研修を実施。

○ 平成27年度予算案について、市町村協議会において、医療機関、教育機関の専門職等も含めた多職種による、
サービス等利用計画や個別支援計画の評価・助言の実施等先進的に地域資源の開発・利用促進等に向けた取組

の支援を行うこととしている。

20
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【支給決定のプロセス】

＜現状＞

○ 支給決定基準と異なる支給決定（いわゆる「非定型」）の支給決定を行うに当たっては、支給決定案について市町
村審査会の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を定めることとしている。

○ 支給決定に不服がある場合は都道府県に対し、不服申立てが可能である。

21



＜現状＞

（障害支援区分）
○ 障害程度区分では、知的障害者や精神障害者について、コンピュータによる一次判定で低く判定され、市町村

審査会による二次判定で引き上げられている割合が高いことから、障害の特性を反映するよう見直すべきではな

いか、 との課題が指摘されていたところ。

○ そのため、障害支援区分の施行に当たっては、知的障害や精神障害などの特性をより適切に評価するため、認

定調査項目や各調査項目における選択肢の判断基準の見直しを行った。

22



＜現状＞

（国庫負担基準）
○ 国庫負担基準には、障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、「義

務化」といっても無条件ですべて負担することは困難であり、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、
限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上
限を定めたもの。

○ これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限であり、介護の必要度が高い者が
多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない
方から多い方に回すことが可能という柔軟な仕組み（区分間合算）にしている。

○ また、平成２７年度国庫負担基準の見直しにおいて、重度障害者に対し、適切、かつ、きめ細やかな支援を行うため、訪
問系サービス全体の利用者数に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援利用者数の割合が５％以上の市町村
については、市町村全体の国庫負担基準総額の５％嵩上げを行うこととした。

○ なお、重度障害者の割合が一定以上であること等により、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超過している市町
村については、地域生活支援事業により助成を行うとともに、国庫負担基準をなお超過する小規模市町村（指定都市・中
核市・特別区を除く）には、障害者総合支援事業費補助金による重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業によ
り、財政支援を行っている。

○ 国庫負担基準は、これまで全市町村の９割程度の市町村に超過負担が生じない水準を維持するため、報酬改定の都度
引き上げを行ってきたが、平成25年度実績では、全市町村のうち75.8％の市町村に超過負担が生じない状況になっている
が、全国ベースで見れば平成24年度から訪問系サービスの国庫負担基準額が総費用額を上回っている状況である。
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市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。
＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）
について、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所
サービスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス
等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

支給決定プロセスについて
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サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際
し、全ての利用者を対象とする。
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計画作成件数の見込みと実際の推移

○ 平成27年度から利用者全員について計画が適切に作られるための体制づくりが必要。
→ 障害福祉サービス利用者 72.1万人、 障害児支援利用者 16.6万人（Ｈ26.10月）
→ 障害福祉計画（Ｈ24～Ｈ26）では、支給決定の更新及びモニタリングも合わせて平成27年度から全例に
対応するためには、平成26年度は平均して毎月18.9万件に対応できるような体制になっている必要がある
と見込んでいる。

○ 一方、平成26年10月を見ても月8.0万件にとどまっており、平成27年度から全例に対応できるような体制を
作るためにはさらに取組を進める必要がある。

※新規作成のほか、支給決定の更新時及びモニタリングを合わせた件数
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計画相談支援 関連データ（都道府県別：実績）

【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均59.0%）】

26

○ 都道府県別 計画相談支援実績 （Ｈ26.12：厚生労働省調べ）

○ 都道府県別 障害児相談支援実績 （Ｈ26.12：厚生労働省調べ）

単位：％ 【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均（58.8%）】

↑ 同月の障害福祉サービス・地域相談支援の利用者のうち既にサービス等利用計画を作成しているものの割合

↑ 同月の障害児通所支援の利用者のうち既に障害児支援利用計画を作成しているものの割合
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６．相談支援・地域相談支援

(1) 計画相談支援・障害児相談支援

（支援体制の評価）

○ 事業所の質の担保や相談支援専門員のスキル向上の観点から、サービス等利用計画案等の作成

も含めた計画相談支援・障害児相談支援の提供に当たり、手厚い人員体制や関係機関との連携等に

より、質の高い計画相談支援・障害児相談支援が提供されている事業所を評価する加算を創設する。

（初期段階における支援の評価）

○ 障害児相談支援において、保護者の障害受容ができないこと等により、特にアセスメントに係る

事業所の業務負担を評価する加算を創設する。

（その他）

○ サービス等利用計画等の定期的な検証（モニタリング）の実施頻度について、よりきめ細かな支援を図る
観点から、利用している障害福祉サービスや障害児通所支援をもって一律に設定することとせず、利用者の状
態等に応じて柔軟に設定の上、実施する。

27

●計画相談支援の報酬体系

特定事業所加算（仮称）【新設】 ３００単位／月

●障害児相談支援の報酬体系

特定事業所加算（仮称）【新設】 ３００単位／月
初回加算（仮称）【新設】 ５００単位／月

第15回障害福祉サービス等報酬
改定検討チーム提出資料（抄）



相談支援従事者研修について
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（事業概要）
障害児者の社会参加を進めるためには、地域の課題の解決や社会的資源の開発・活用が必須であり、地域

の理解の促進や関係機関のネットワークが強化される必要があることから、市町村協議会において、先進的に
地域資源の開発・利用促進等に向けた取組の支援を行い、障害児者への総合的な地域生活支援の実現を目
指す。

○協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援

１ 事業内容
地域資源を総合的に活用して、障害児者の社会参加に向けた支援の体制を構築するため、市町村協議会

における地域資源の開発・利用促進等に向けた取組に係る事業について助成する。
【事業例】
① 社会的資源の開発に向けて、障害児者のニーズ調査や先進例の情報収集、商工会議所・地域住民等
への啓発の実施、

② 円滑な医療、教育、福祉サービスの提供や様々な地域資源を複合的に提供するため、コーディネーター
を配置の上、相談支援専門員と連携のもと、関係者間の総合的な調整やチームアプローチを実施

③ 児童発達支援センターや保育所等関係機関が連携し、障害児の特性や家族の情報を早期に発見し、一
般施策も含めた支援に繋げるための仕組みの構築

④ 医療機関、教育機関の専門職等も含めた多職種による、サービス等利用計画や個別支援計画の評価
・助言の実施

２ 実施主体 市町村
３ 補助率 国１／２以内、都道府県１／４以内

予算額：地域生活支援事業の内数

（効果）
各市町村において新たな社会的資源が開発され、障害児者の自立した生活や、社会参加が推進されるととも

に、障害児者により適切なサービスを効率的に提供することが可能となる。 29



支給決定までの流れ
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障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

必要とされる⽀援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の⼼⾝の状態に応じて必要とされる標準的な⽀援の度合を総合的に⽰すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の⽀給に係る申請を受理した場合、以下の⼿続きによる「障害支援区分の認定」を⾏う。

② 障害支援区分の認定手続き

市
町
村
へ
の
申
請

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

市
町
村
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果

（認定調査の結果）

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成26年４月～９月）

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計

18件 1,896件 14,287件 15,884件 13,973件 11,508件 16,908件 74,474件

0.0% 2.5% 19.2% 21.3% 18.8% 15.5% 22.7% 100.0%

31



○「障害の程度（重さ）」ではなく、標準的な⽀援の度合を⽰す区分であることが分かりにくい。

① 名称･定義の変更（第４条第４項）

「障害程度区分」から「障害支援区分」への見直し

【 平成24年６⽉成⽴、平成26年４⽉施⾏ 】

名称：障害支援区分

定義：障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な⽀援の度合を総合的に示すもの。

名称：障害程度区分

定義：障害者等に対する障害福祉サービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すもの。

○知的障害者や精神障害者について、コンピューターによる一次判定で低く判定される傾向があり、市町村審査会による二次判定で

引き上げられている割合が高く、その特性を反映できていないのではないか、との課題が指摘されている。

② 知的障害･精神障害の特性の反映（附則第２条）

政府は、障害⽀援区分の認定が知的障害者及び精神障害者の特性に応じて適切に⾏われるよう、区分の制定に当たっての適切な配慮その他

の必要な措置を講ずるものとする。

一次判定から二次判定で引き上げられている割合

【平成23年10⽉〜平成24年９⽉】身体障害：17.9％、知的障害：40.7％、精神障害：44.5％

【平成24年10⽉〜平成25年９月】身体障害：18.8％、知的障害：42.0％、精神障害：43.7％、難病患者：24.9％

③ 法施行後３年を目途とした検討（附則第３条）

政府は、障害者総合⽀援法の施⾏後３年（障害⽀援区分の施⾏後２年）を⽬途として、『障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方』

等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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変更件数 変更率 変更件数 変更率

14 19 0 0 1 0 0 34 0.1% 20 58.8% 0 0.0%

3 1,825 436 35 2 0 0 2,301 3.1% 473 20.6% 3 0.1%

0 48 13,714 2,460 168 2 0 16,392 22.0% 2,630 16.0% 48 0.3%

0 3 122 13,193 1,687 57 3 15,065 20.2% 1,747 11.6% 125 0.8%

0 0 13 173 11,945 1,540 49 13,720 18.4% 1,589 11.6% 186 1.4%

0 0 0 15 139 9,725 1,380 11,259 15.1% 1,380 12.3% 154 1.4%

1 1 2 8 31 184 15,476 15,703 21.1% 0 0.0% 227 1.4%

18 1,896 14,287 15,884 13,973 11,508 16,908 74,474 -

0.0% 2.5% 19.2% 21.3% 18.8% 15.5% 22.7% - 100.0%

（参考）二次判定結果の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

件数 155 9,034 27,194 27,605 20,435 19,199 25,750 129,372 -

割合 0.1% 7.0% 21.0% 21.3% 15.8% 14.9% 19.9% 100.0% -

件数 215 15,905 48,899 50,781 36,986 32,476 48,357 233,619 -

割合 0.1% 6.8% 20.9% 21.8% 15.8% 13.9% 20.7% 100.0% -

件数 269 15,479 45,767 48,220 35,531 31,587 49,870 226,723 -

割合 0.1% 6.8% 20.2% 21.3% 15.7% 13.9% 22.0% 100.0% -

H24.10

～H25.9
81,460 34.9% 773 0.3%

H23.10

～H24.9
77,079 34.0% 888 0.4%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

H25.10

～H26.6
44,638 34.5% 448 0.3%

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合

合計件数
7,839 10.5% 743 1.0%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

割合
二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

１．全体（身体障害・知的障害・精神障害・難病）

障害支援区分の審査判定実績（平成26年４月～９月）
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２．身体障害

３．知的障害

変更件数 変更率 変更件数 変更率

9 9 0 0 0 0 0 18 0.1% 9 50.0% 0 0.0%

1 640 146 11 0 0 0 798 2.9% 157 19.7% 1 0.1%

0 21 3,218 384 28 0 0 3,651 13.3% 412 11.3% 21 0.6%

0 2 70 5,063 473 20 2 5,630 20.5% 495 8.8% 72 1.3%

0 0 9 61 3,361 294 9 3,734 13.6% 303 8.1% 70 1.9%

0 0 0 8 53 3,797 356 4,214 15.4% 356 8.4% 61 1.4%

1 1 1 3 10 83 9,275 9,374 34.2% 0 0.0% 99 1.1%

11 673 3,444 5,530 3,925 4,194 9,642 27,419 -

0.0% 2.4% 12.6% 20.2% 14.3% 15.3% 35.2% - 100.0%

（参考）二次判定結果の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

件数 65 2,242 7,467 8,446 6,166 7,505 14,954 46,845 -

割合 0.1% 4.8% 16.0% 18.0% 13.2% 16.0% 31.9% 100.0% -

件数 87 4,453 14,501 16,116 11,630 14,103 33,517 94,407 -

割合 0.1% 4.7% 15.4% 17.1% 12.3% 14.9% 35.5% 100.0% -

件数 127 4,648 14,480 15,951 11,346 14,007 36,241 96,800 -

割合 0.1% 4.8% 15.0% 16.5% 11.7% 14.5% 37.4% 100.0% -

H24.10
～H25.9

17,721 18.8% 429 0.5%

H23.10

～H24.9
17,305 17.9% 533 0.6%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

H25.10

～H26.6
8,673 18.5% 263 0.6%

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合

合計件数
1,732 6.3% 324 1.2%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合

変更件数 変更率 変更件数 変更率

0 3 0 0 1 0 0 4 0.0% 4 100.0% 0 0.0%

1 514 99 10 1 0 0 625 1.6% 110 17.6% 1 0.2%

0 8 3,912 756 49 0 0 4,725 12.1% 805 17.0% 8 0.2%

0 0 40 5,231 880 27 0 6,178 15.9% 907 14.7% 40 0.6%

0 0 3 94 7,990 1,266 43 9,396 24.1% 1,309 13.9% 97 1.0%

0 0 0 6 96 6,854 1,173 8,129 20.9% 1,173 14.4% 102 1.3%

0 0 0 2 18 121 9,743 9,884 25.4% 0 0.0% 141 1.4%

1 525 4,054 6,099 9,035 8,268 10,959 38,941 -

0.0% 1.4% 10.4% 15.7% 23.2% 21.2% 28.1% - 100.0%

（参考）二次判定結果の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

件数 25 2,942 9,809 14,201 14,472 13,991 16,964 72,404 -

割合 0.0% 4.1% 13.6% 19.6% 20.0% 19.3% 23.4% 100.0% -

件数 47 5,155 18,187 26,508 26,075 23,171 29,962 129,105 -

割合 0.0% 4.0% 14.1% 20.5% 20.2% 18.0% 23.2% 100.0% -

件数 60 4,980 17,200 25,397 25,197 22,579 31,479 126,892 -

割合 0.0% 3.9% 13.6% 20.0% 19.9% 17.8% 24.8% 100.0% -

H24.10
～H25.9

54,270 42.0% 355 0.3%

H23.10

～H24.9
51,706 40.7% 393 0.3%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

H25.10

～H26.6
29,978 41.4% 185 0.3%

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合

合計件数
4,308 11.1% 389 1.0%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合
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４．精神障害

５．難病

変更件数 変更率 変更件数 変更率

4 8 0 0 0 0 0 12 0.1% 8 66.7% 0 0.0%

1 733 215 18 1 0 0 968 5.4% 234 24.2% 1 0.1%

0 22 7,427 1,501 110 2 0 9,062 50.5% 1,613 17.8% 22 0.2%

0 1 19 3,945 528 22 1 4,516 25.2% 551 12.2% 20 0.4%

0 0 1 33 2,006 179 4 2,223 12.4% 183 8.2% 34 1.5%

0 0 0 1 15 550 45 611 3.4% 45 7.4% 16 2.6%

0 0 1 4 4 13 513 535 3.0% 0 0.0% 22 4.1%

5 764 7,663 5,502 2,664 766 563 17,927 -

0.0% 4.3% 42.7% 30.7% 14.9% 4.3% 3.1% - 100.0%

（参考）二次判定結果の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

件数 71 4,264 11,682 7,820 2,477 948 671 27,933 -

割合 0.2% 15.3% 41.8% 28.0% 8.9% 3.4% 2.4% 100.0% -

件数 84 6,938 19,479 13,456 4,284 1,472 1,067 46,780 -

割合 0.2% 14.8% 41.6% 28.8% 9.2% 3.1% 2.3% 100.0% -

件数 92 6,562 17,105 11,959 3,782 1,384 930 41,814 -

割合 0.2% 15.7% 40.9% 28.6% 9.1% 3.3% 2.2% 100.0% -

20,461 43.7% 91 0.2%

H23.10

～H24.9
18,604 44.5% 81 0.2%

H24.10
～H25.9

上位区分 下位区分

H25.10

～H26.6
11,456 41.0% 56 0.2%

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合区分５ 区分６ 合計件数

合計件数
2,634 14.7% 115 0.6%

割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

非該当

割合
二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

変更件数 変更率 変更件数 変更率

1 1 0 0 0 0 0 2 0.3% 1 50.0% 0 0.0%

0 34 5 1 0 0 0 40 6.0% 6 15.0% 0 0.0%

0 0 109 16 1 0 0 126 18.9% 17 13.5% 0 0.0%

0 0 0 159 17 0 0 176 26.4% 17 9.7% 0 0.0%

0 0 0 5 87 5 1 98 14.7% 6 6.1% 5 5.1%

0 0 0 0 0 74 6 80 12.0% 6 7.5% 0 0.0%

0 0 0 0 0 1 144 145 21.7% 0 0.0% 1 0.7%

1 35 114 181 105 80 151 667 -

0.2% 5.3% 17.1% 27.1% 15.7% 12.0% 22.6% - 100.0%

（参考）二次判定結果の実績

変更件数 変更率 変更件数 変更率

件数 2 38 90 91 41 34 55 351 -

割合 0.6% 10.8% 25.6% 25.9% 11.7% 9.7% 15.7% 100.0% -

件数 4 87 213 142 72 41 63 622 -

割合 0.6% 14.0% 34.3% 22.8% 11.6% 6.6% 10.1% 100.0% -

H25.4
～H25.9

H25.10

～H26.6

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４

合計件数

155 24.9% 4 0.6%

区分５ 区分６ 合計件数
上位区分 下位区分

70 19.9% 1 0.3%

割合

53 7.9% 6 0.9%
割合

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

上位区分 下位区分

非該当

二次判定

一次判定
非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 割合区分５ 区分６ 合計件数
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全体（身体障害・知的障害・精神障害・難病）

8.8

5.2

16.6

8.8

8.1

10.5

9.0

16.8

9.1

14.7

10.7

15.7

8.0

11.0

7.3

9.3

38.4

18.5

40.2

33.4

25.5

30.0

22.4

34.2

35.2

36.1

32.2

43.1

30.9

39.6

32.0

33.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

18.8

7.3

10.7

5.9

9.9

11.3

7.8

19.0

16.4

15.5

15.8

7.1

21.8

11.1

11.6

18.5

50.2

27.7

37.4

26.1

58.1

32.0

28.7

52.5

44.9

41.1

41.2

25.2

52.1

47.8

43.9

52.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

7.7

9.5

7.8

8.0

5.8

14.0

10.5

5.9

9.9

5.4

5.2

7.5

11.5

10.1

5.7

27.5

33.5

33.4

23.5

33.1

47.7

43.5

19.4

35.1

23.3

27.2

37.4

41.1

22.8

20.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

支援区分

程度区分

程度平均
34.5％

支援平均
10.5％

程度平均
34.5％

支援平均
10.5％

程度平均
34.5％

支援平均
10.5％

都道府県別 上位区分変更率（二次判定での引き上げ率）
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障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、「義務化」といっても無条件です

べて負担することは困難であり、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分し、市

町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限を定めたもの。

これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限であり、介護の必要度が高い者が多い

市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い

方に回すことが可能という柔軟な仕組みにしている。

なお、重度障害者の割合が一定以上であること等により、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超過している市町村に

ついては、地域生活支援事業により助成を行うとともに、国庫負担基準をなお超過する市町村には、障害者総合支援事業費補

助金による重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業（※）により、財政支援を行っている。

国庫負担基準について
国庫負担基準の設定の考え方

平成26年度国庫負担基準

（※） 指定都市・中核市は除く

（注） 各区分の国庫負担基準額（一人当たり月額）は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「１単位当たり単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額となる。
平成26年度は、消費税率引き上げに伴う障害福祉サービスの基本報酬見直しと併せて、国庫負担基準についても改定を行った。

行動援護利用者

区分３

区分４

区分５

区分６

12,590単位

16,960単位

22,550単位

29,300単位

障害児 16,010単位

7,520単位介護保険対象者

83,660単位区分６

重度障害者等
包括支援利用者

33,200単位介護保険対象者

63,870単位区分６

重度障害者等包括支援対象者であって
重度障害者等包括支援を利用しておらず、
居宅介護、行動援護又は重度訪問介護
を利用する者

32,290単位介護保険対象者

重度訪問介護利用者

44,230単位

区分３※

区分４

区分５

区分６

19,890単位

24,900単位

31,220単位

※区分３は経過規定

13,600単位介護保険対象者

同行援護利用者
区分に関わらず 11,330単位

居宅介護利用者

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

障害児

2,690単位

3,480単位

5,120単位

9,640単位

15,430単位

22,200単位

8,660単位

通院等介助なし

※別途通院等介助ありを設ける

第59回障害者部会提出資料
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居宅介護

区分５
15,430
単位

国庫負担基準の考え方

○ 国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限であ
り、サービスの利用が少ない方（サービスの上限が国庫負担基準を下回る方）からサービスの利用が多い方
（サービスの上限が国庫負担基準を上回る方）に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなってい
る。

居宅介護
区分５
9,000
単位

重度訪問
介護

区分６
50,000
単位

重度訪問
介護

区分４
34,000
単位

居宅介護
区分２
1,200
単位

居宅介護
区分１
900単位

行動援護
区分３
8,000
単位

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

Ｅさん

Ｆさん

重度訪問
介護

区分６
44,230
単位 重度訪問

介護

区分４
24,900
単位

居宅介護
区分２
3,480
単位

居宅介護
区分１
2,690
単位

行動援護

区分３
12,590
単位

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

Ｅさん

Ｆさん

サービス支給量 計103,100単位 国庫負担基準 計103,320単位

【参考：Ａ市の訪問系サービスの国庫負担】
Aさんは国庫負担基準＞支給量、Bさんは国庫負担基準＜支給量など、個人ベースではばらつきがあるが、A市全体では

支給量103,100単位＜国庫負担基準103,320単位であり、国庫負担基準の枠内となっている。
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Ⅴ． 障害者の意思決定支援・成年後見制度の利用促進の
在り方について
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＜現状＞

（意思決定支援）
○ 障害者基本法において、国及び地方公共団体が意思決定の支援に配慮するよう明記。

○ 障害者総合支援法において、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者並びに相談支援
事業者の責務として、障害者の意思決定の支援に配慮するよう明記。

○ 平成25年及び26年障害者総合福祉推進事業において、「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促
進の在り方に関する研究」等を実施。

（成年後見制度の利用促進）
○ 知的障害者福祉法（平成25年４月施行）及び精神保健福祉法（平成26年４月施行）を改正し、市町村は後見等の
業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦を行うよう努める規定を追加。

○ 平成24年度より成年後見制度利用支援事業について、市町村地域生活支援事業において必須事業化。

○ 平成25年度より成年後見制度法人後見支援事業について、市町村地域生活支援事業において必須事業化。

○ 平成25年及び26年障害者総合福祉推進事業において、「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促
進の在り方に関する研究」等を実施。【再掲】
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意思決定支援に関する関係条文

○国及び地方公共団体が障害者の意思決定の支援に配慮する旨の規定

○障害者基本法
（相談等）
第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係
者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行わ
れ又は広く利用されるようにしなければならない。

○知的障害者福祉法
（支援体制の整備等）
第十五条の三 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生援護、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地
域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている
環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉
サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に
努めなければならない。

○障害者がどこで誰と生活するかについて選択の機会等が確保される旨の規定

○障害者総合支援法
（基本理念）
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかか
わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての
国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現す
るため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むた
めの支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機
会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日
常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に
資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
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○指定事業者等及び指定相談支援事業者が利用者の意思決定の支援に配慮する旨の規定

○障害者総合支援法
（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務）
第四十二条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者（以下「指定事業者等」という。）は、
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するととも
に、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関
との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常
に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）
第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者（以下「指定相談支援事業者」とい
う。）は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮
するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他
の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、
常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

○利用者に必要な情報提供を行う旨の規定

○障害者総合支援法
（定義）
第五条第十七項 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障
害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併
せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整（サービ
ス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。）その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供
与することをいう。
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意思決定支援の在り方及び成年後見制度の利用促進の在り方に関する調査研究

平成25年度（基礎的調査研究）

・ 意思決定支援について、障害者団体や事業者団体等へのアンケート調査や海外の文献調査
・ 成年後見制度について、知的障害者・精神障害者の家族等に対する成年後見制度の利用実態調査や
ヒアリングの実施

意思決定支援及び成年後見制度に関する実態や課題を整理

平成26年度（実践的調査研究）

平成25年度の基礎的調査研究を踏まえ、

・ 意思決定支援に関係する有識者等により構成される検討会議を設置し、支援場面に応じた具体的
な意思決定支援方法の研究及びその効果を検証

・ 成年後見制度の利用につながりにくい要因を類型化し、それぞれに対する成年後見制度の利用促
進策の研究及びその効果を検証

具体的な意思決定支援方法や成年後見制度の利用促進策等に関する報告書を
今年度中にとりまとめる予定。
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○ 認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権
利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。

【制度の種類】
○任意後見制度
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備
え、 「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度。

○法定後見制度
家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・
保佐人・補助人）が選ばれる制度。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の３つの類型が
ある。

成年後見制度の概要

法務省ホームページより抜粋

44



国 1/2

都道府県・
市町村1/4

成年後見制度利用支援事業の必須事業化

相談支援
事業者等

市町村

後見人
保佐人
補助人

連絡

家庭裁判所申立て

審
判･

選
任

対象者

障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする
知的障害者及び精神障害者

発
見

発
見

市町村
申立費用及び後見人等の報酬を助成
※ 地域生活支援事業の位置付け

国
都道府県

後見等支援

財政支援

助
成

助
成

親族・検察官等

・ 成年後見制度を利用することが有用であると認
められる障害者で成年後見制度の利用に要する
経費について補助を受けなければ成年後見制度
の利用が困難であると認められるもの

対象者は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障
害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると
認められるもの。

→ 助成費用（厚生労働省令で定める費用）は、成年後見制度の申立てに要する経費（登記手数料、
鑑定費用等）及び後見人等の報酬の全部又は一部とする。

※ 平成２４年度より、地域生活支援事業費補助金において、成年後見制度利用支援事業を国庫補助の対象とし
ている。
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●障害者総合支援法（平成25年４⽉１⽇施⾏）

第七十七条（市町村の地域生活支援事業）
市町村は、厚⽣労働省令で定めるところにより、地域⽣活⽀援事業として、次に掲げる事業を⾏うものとする。

五 障害者の⺠法（明治⼆⼗九年法律第⼋⼗九号）に規定する後⾒、補佐及び補助の業務を適正に⾏うことができる人材
の育成及び活用を図るための研修を⾏う事業。

市⺠後⾒⼈を活⽤した法⼈後⾒への⽀援

登録 委託

養成研修

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村･都道府県

研修実施団体
（市町村社協など）

市⺠後⾒⼈

推薦

選任 後⾒

市⺠後⾒⼈の活用
支援（研修等）

活用

家
庭
裁
判
所

成
年
被
後
見
人
（
利
用
者
）

市町村（･都道府県）

研修実施団体
（都道府県社協など）

法⼈後⾒実施団体
（市町村社協など）

選任 後⾒

委託

【法⼈後⾒への⽀援】

推薦

成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた
法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図る。

（参考）
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○成年後見制度の利用を促進する旨の規定

○障害者総合支援法
（市町村の地域生活支援事業）
第七十七条
四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後
見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに
つき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業（Ｈ２４．４施行）

五 障害者に係る民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うこと
ができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業 （Ｈ２５．４施行）

○知的障害者福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２５．４施行）
第二十八条の二 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐
及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等
の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定す
る措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

○精神保健福祉法
（後見等を行う者の推薦等） （Ｈ２６．４施行）
第五十一条の十一の三 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後
見、保佐及び補助（以下この条において「後見等」という。）の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、
後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。

２ 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する
措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

成年後見制度利用促進に関する関係条文
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成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業

１．目的
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護
を図ることを目的とする。

２．事業内容
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費（登記手数料、鑑

定費用等）及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。
※平成２４年度から市町村地域生活支援事業の必須事業化

３．事業創設年度
平成１８年度

４．平成２７年度予算案（障害者関係）
地域生活支援事業４６４億円の内数
※【市町村事業補助率】国１／２以内、都道府県１／４以内で補助

５．事業実施状況（障害者関係）
平成２６年４月１日現在 １３６０市町村

（ 障 害 者 関 係 ）
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成 年 後 見 制 度 法人後見支援事業

１．目的
成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人

の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

２．事業内容
（１）法人後見実施のための研修
ア 研修対象者 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等
イ 研修内容等 市町村は、それぞれの地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の

権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活動も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知
識・技能・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

（２）法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築
ア 法人後見の活動等のための地域の実態把握
イ 法人後見推進のための検討会等の実施

（３）法人後見の適正な活動のための支援
ア 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体

制の構築
（４）その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

３．事業創設年度
平成２５年度
※市町村地域生活支援事業の必須事業

４．平成２７年度予算案（障害者関係）
地域生活支援事業４６４億円の内数

（ 障 害 者 関 係 ）
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Ⅵ． 手話通訳者等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、
音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障

がある障害者等に対する支援の在り方について
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Ⅶ． 精神障害者に対する支援の在り方について
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＜現状＞

（精神障害者に対する支援）

○ 精神障害者に対するサービスは、福祉サービスについては障害者総合支援法において、保健医療サービスについては障害者総

合支援法及び精神保健福祉法において規定されている。

○ 障害者総合支援法における「障害者」の定義には精神障害者も含まれており、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや自

立支援医療（精神通院医療）の対象となっている。また、精神保健福祉法においては、精神障害者を対象として、措置入院や医療

保護入院といった入院制度や精神障害者保健福祉手帳等について規定している。

（障害者支援法における意思決定支援について（「意思決定支援」より再掲））
○ 障害者総合支援法において、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者並びに相談支援事業者の責務と

して、障害者の意思決定の支援に配慮するよう明記。

○ 平成25年及び26年障害者総合福祉推進事業において、「意思決定支援の在り方並びに成年後見制度の利用促進の在り方に関
する研究」等を実施。

（精神保健福祉法における意思決定支援に係る経緯）
○ 平成23年11月から平成24年６月にかけて、新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ）及び「保護者制度・

入院制度の検討」に係る作業チームにおいて、精神障害者の入院制度について議論された。
○ 検討チームの取りまとめでは、本人の同意によらない入院制度としての医療保護入院を維持した上で、その要件については、保

護者の同意の要件を外し、精神保健指定医１名の診断で入院させることができるようにするとされ、 その一方で、本人の権利擁護
のための仕組みとして、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、病院などに伝える役割をする代弁者（アドボケーター）を選ぶことが
できる仕組みを導入するべきである、とされた。

○ しかし、その後厚生労働省において法制化に向けた検討を行う中で、精神障害者の家族等に対するインフォームド・コンセントの
重要性や、精神障害者本人の権利擁護といった観点から、改正後の医療保護入院においては、保護者の同意に代え、新たに「家
族等のうちいずれかの者の同意」が必要とされた。一方で代弁者については、実施主体や活動内容等について関係者の間に様々
な意見があることから、法改正には盛り込まず、その趣旨の具体化に向けた検討を行うことした。

○ その後、改正精神保健福祉法審議における附帯決議において、「代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検
討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図る」こととされた。

○ また、改正精神保健福祉法の附則第８条において、法の施行後３年を目途として、法の施行の状況並びに精神保健及び精神障
害者の福祉を取り巻く環境の変化を勘案し、「精神科病院に係る入院中の処遇、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思
の表明の支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」としている。

○ なお、代弁者についての調査・研究としては、平成24年度から平成26年度まで、「精神障害者のアドボケイトを担う人材及び精神
障害者における成年後見制度のあり方について」等を実施している。 52



精神疾患の患者数
（医療機関にかかっている患者）
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資料：患者調査※H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている
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資料：平成24年精神・障害保健課調より推計

Ｈ２４に
退院した

１年以上入院者
４.６万人

（－0.１万人）

H1６：4.7万人

Ｈ2４の１年以上入院者数
：１９.７万人
（－2.９万人）

Ｈ１６：22.6万人

1年以上3ヶ月以上1年未満３ヶ月未満

Ｈ２3の新規入院者
：３９．７万人
（＋４.１万人）

H15：35.6万人

精神病床における患者の動態の年次推移

Ｈ23の新規入院者
のうち、３か月以上

入院する者
：16.７万人
（＋1.５万人)

H15：15.2万人

Ｈ23の新規入院者
のうち、１年以上

入院する者
：５.１万人

（＋0.２万人）

H15：4.9万人

Ｈ２３の
新規入院者のうち

３か月以上１年未満
で退院した者
11.６万人

（＋1.３万人)

H15：10.3万人

Ｈ２３の新規入院者のうち
３か月未満で退院した者

23.０万人
（＋2.６万人）

H15：20.4万人

新規入院者の８７％
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家庭復帰等 GH、CH、社会復帰施設等 高齢者福祉施設

転院・院内転科 死亡 その他

24.3%

8.3%

11.7%35.5%

19.5%
0.7%

入院期間：１年～５年
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精神科病院からの退院者の状況

平成２４年度精神・障害保健課調べ

72.1%

5.2%

5.9%

12.7%
3.3%

0.8%

入院期間：１年未満

9.2%
6.7%

6.7%

48.3%

28.6%

0.5%

入院期間：５年以上

1,275名
28,187
名

2,544
名

家庭復帰等
が約70%

転院・院内転科と
死亡で約55%

転院・院内転科と
死亡で約75%



良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針（概要）

（平成26年厚生労働省告示第65号。平成26年4月1日から適用）
１ 告示の趣旨
入院医療中心の精神医療から精神障害者の地域生活を支えるための精神医療への改革の実現に向け、精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わ
る全ての関係者が目指すべき方向性を定めるもの。

２ 告示の内容
⑴ 精神病床の機能分化に関する事項
・機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。その結果として、精神病床は減少する。
・地域の受け皿づくりの在り方や病床を転換することの可否を含む具体的な方策の在り方について精神障害者の意向を踏まえつつ、保健・医療・福祉
に携わる様々な関係者で検討する。

・急性期に手厚い医療を提供するため、医師、看護職員の配置について一般病床と同等を目指す。
・入院期間が１年未満で退院できるよう、多職種のチームによる質の高い医療を提供し、退院支援等の取組を推進する。
・１年以上の長期入院者の地域移行を推進するため、多職種による退院促進に向けた取組を推進する。

⑵ 精神障害者の居宅等における保健医療及び福祉サービスの提供に関する事項
・外来・デイケア等で適切な医療を受けながら地域で生活できるよう、外来医療の提供体制の整備・充実及び地域における医療機関間の連携を推進す
る。

・アウトリーチ（多職種のチームによる訪問支援）を行うことのできる体制を整備し、受療中断者等の地域生活に必要な医療へのアクセスを確保する。
・在宅の精神障害者の急性増悪等に対応できるよう、精神科救急医療体制を整備する。

・精神科外来等で身体疾患の治療が必要となった場合、精神科と他の診療科の医療機関の連携が円滑に行われるよう協議会の開催等の取組を推進
する。

・医療機関及び障害福祉サービス事業を行う者等との連携を推進するとともに、居住支援に関する施策を推進する。

⑶ 医療従事者と精神障害者の保健福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項
・精神科医療の質の向上、退院支援、地域生活支援のため、多職種との適切な連携を確保する。
・保健医療サービス及び福祉サービスを提供するチームを構成する専門職種その他の精神障害者を支援する人材の育成と質の向上を推進する。

⑷ その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項
・保健所の有する機能を最大限有効に活用するための方策を、市町村等の他の関係機関の在り方も含めて様々な関係者で検討し、当該検討に基づく
方策を推進する。

・非自発的入院の場合においても行動の制限は最小の範囲とし、併せて、インフォームドコンセントに努める等精神障害者の人権に最大限配慮して、そ
の心身の状態に応じた医療を確保する。

・自殺対策（うつ病等）、依存症等多様な精神疾患・患者像に対応した医療を提供する。
・精神疾患の予防を図るため、国民の健康の保持増進等の健康づくりの一環として、心の健康づくりのための取組を推進する。 56



〔ア〕退院に向けた支援
〔ア－１〕退院に向けた意欲の喚起
・病院スタッフからの働きかけの促進
・外部の支援者等との関わりの確保 等

〔ア－２〕本人の意向に沿った移行支援
・地域移行後の生活準備に向けた支援
・地域移行に向けたステップとしての支援（退院意欲が喚
起されない精神障害者への地域生活に向けた段階的な
支援） 等

〔イ〕地域生活の支援
・居住の場の確保（公営住宅の活用促進等）
・地域生活を支えるサービスの確保（地域生活を支える医
療・福祉サービスの充実） 等

〔ウ〕関係行政機関の役割
都道府県等は、医療機関の地域移行に関する取組が効果

的なものとなるよう助言・支援に努める。

長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性（概要）

○長期入院精神障害者の地域移行を進めるため、本人に対する支援として、「退院に向けた意欲の喚起（退院支援意欲の喚起を含
む）」「本人の意向に沿った移行支援」「地域生活の支援」を徹底して実施。

○精神医療の質を一般医療と同等に良質かつ適切なものとするため、精神病床を適正化し、将来的に不必要となる病床を削減すると
いった病院の構造改革が必要。

１．長期入院精神障害者の地域移行及び精神医療の将来像

２．長期入院精神障害者本人に対する支援

○病院は医療を提供する場であり、生活の場であるべきでは
ない。

○入院医療については、精神科救急等地域生活を支えるた
めの医療等に人員・治療機能を集約することが原則であ
り、これに向けた構造改革が必要。（財政的な方策も併せ
て必要）

○２．に掲げる支援を徹底して実施し、これまで以上に地域移
行を進めることにより、病床は適正化され、将来的に削減。

○急性期等と比べ入院医療の必要性が低い精神障害者が利
用する病床においては、地域移行支援機能を強化する。

○将来的に不必要となった建物設備や医療法人等として保
有する敷地等の病院資源は、地域移行した精神障害者が
退院後の地域生活を維持・継続するための医療の充実等
地域生活支援や段階的な地域移行のために活用すること
も可能とする。

＜病院資源のグループホームとしての活用について＞
○地域移行する際には、地域生活に直接移行することが原則

○退院に向けた支援を徹底して実施してもなお退院意欲が固まらない人に対しては、本人の権利擁護の観点、精神医療の適正化の観点から、段階

的な移行も含めて、入院医療の場から生活の場に居住の場を移すことが必要。

○その選択肢の一つとして、病院資源をグループホームとして活用することを可能とするために、障害者権利条約に基づく権利擁護の観点も踏ま

え、一定の条件付け（※）を行った上で、病床削減を行った場合に敷地内への設置を認めることとし、必要な現行制度の見直しを行うべきこと、ま

た、見直し後の事業を試行的に実施し、運用状況を検証するべきことが多くの構成員の一致した考え方（※※）。
※「本人の自由意思に基づく選択の自由を担保する」、「外部との自由な交流等を確保しつつ、病院とは明確に区別された環境とする」、「地域移行に向けたステップと

しての支援とし、基本的な利用期間を設ける」等
※※あくまでも居住の場としての活用は否との強い意見があった。

３．病院の構造改革

※長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会
（平成26年７月14日取りまとめ公表）
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精神障害者の障害福祉サービスの利用状況

サービス種類

利用者数（人）（平成26年10月時点）

総数
障害種別内訳

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

居宅介護 153,020 67,157 26,843 49,019 9,367 634

重度訪問介護 9,955 9,527 345 50 3 30

行動援護 8,121 475 4,862 36 2,748 0

重度障害者等包括支援 29 8 21 0 0 0

同行援護 22,338 21,948 171 41 168 10

療養介護 19,453 16,815 2,623 4 7 4

生活介護 258,674 77,023 176,478 5,040 80 53

短期入所 42,280 11,090 23,627 1,340 6,211 12

施設入所支援 132,588 40,990 90,661 918 10 9

共同生活介護（～H.26.3）
共同生活援助（介護サービス包括型）
（H26.4～）

77,384 5,952 57,259 14,150 15 8

共同生活援助（～H.26.3）
共同生活援助（外部サービス利用型）
（H26.4～）

16,067 527 5,855 9,676 4 5

自立訓練（機能訓練） 2,445 2,369 12 49 0 15

自立訓練（生活訓練） 12,231 547 4,115 7,556 9 4

宿泊型自立訓練 3,943 55 1,220 2,665 3 0

就労移行支援 28,662 2,709 12,835 13,024 26 68

就労移行支援（養成施設） 189 189 0 0 0 0

就労継続支援A型 43,680 9,400 16,155 17,921 13 191

就労継続支援B型 190,156 24,591 106,100 59,304 59 102

計 1,021,215 291,372 529,182 180,793 18,723 1,145

計画相談支援 79,519 19,813 33,276 25,260 988 182

地域移行支援 495 34 57 404 0 0

地域定着支援 2,044 334 612 1,095 2 1

相談支援を含む計 1,103,273 311,553 563,127 207,552 19,713 1,328

・ 平成2６年10月現在、障害福祉サービスを利用している精神障害者は、15.6万人（実人員）。
・ 障害福祉サービスの種類ごとの利用状況をみると、約2.4万人が住まいの場としてグループホームを利用している。
・ 日中活動の場としては、就労継続支援Ｂ型が5.9万人、就労継続支援Ａ型が1.8万人、就労移行支援が1.3万人と就労系サービスの利

用が最も多く、次いで日常生活上の訓練等を行う自立訓練（生活訓練）が0.8万人となっている。
・ 平成24年4月から個別給付化された地域相談支援は、地域移行支援を404人、地域定着支援を1,095人が利用している。

（出典）国保連データ（10月サービス提供実績）
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【新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム（第３Ｒ）】

入院制度に関する議論の整理（平成24年6月28日）
（概要）

＜精神保健福祉法で定める入院制度＞
○ 自傷他害のある人を対象に都道府県知事が行う措置入院、本人が入院に同意する任意入院のほか、両入院に該当しない人
で、保護者の同意を要件とする医療保護入院の３種類が定められている。

（※）「保護者」は、精神保健福祉法に基づき精神疾患のある人につき一人決められることになっている。
○ １年間に精神科病院に入院する３８万人の４割（１４万人）が医療保護入院による入院
○ このほか、本人の同意を得られない場合に、医療保護入院のために移送させる仕組みもある（「34条移送」）

＜医療保護入院の課題＞
○ 本人の同意なく入院させている患者に対する権利擁護が十分か。
○ 入院の必要性があっても保護者の同意がなければ入院できない。
○ 保護者の同意がなければ退院することができない状況もあり得るため、入院が長期化しやすい。
○ 本人の意思に反し保護者の判断で入院させるため本人との間にあつれきが生まれやすく、保護者には大きな負担。

① 保護者による同意を必要としない入院手続きとする。
② 本人の同意によらない入院の期間をできる限り短くするため、
入院当初から早期の退院を目指した手続きを導入する。

◆入院当初からの院外の地域支援関係者の関与
◆入院期限の設定と更新の審査の実施 等

③ 権利擁護のため、入院した人は、自分の気持ちを代弁する
人を選べることとする。

④ 早期の退院を促進するよう、入院に関する審査を見直す。
◆精神医療審査会（都道府県の精神保健福祉センターに設置）に、退
院に向けた具体的な指示を行う権限を新たに付与

◆必要な人には精神医療審査会が病院に出向いて審査 等

医療保護入院の見直し

・保健所の関わりの強化（入院中・退院時への関与を明確
化）と相談支援との連携 等

措置入院

・本人を含め病院等関係者が治療計画を作る仕組みの導入
・急に症状が悪化した場合、1週間など期間限定で医療的支
援を行う短期宿泊支援の導入

退院後の地域生活の支援

・34条移送の保護者の同意要件は外す。
・対象者の緊急性の要件の撤廃
・事前調査の明確化と地域支援関係者の参画

入院の契機(34条移送関係)

今後、本人の同意によらない入院の状況を踏まえながら、今回の議論を終着点とすることなく、よりよい仕組みを目指して、検討を深めて行くことが必要。
また、こうした仕組みの運用が担保されるように一定期間ごとに評価するとともに、検証し、よりよい仕組みとなるよう見直しを行っていくことが必要。
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医療保護入院の手続きについて改正精神保健福祉法の規定

○ 医療保護入院について、保護者の同意によらず、精神保健指定医１名の判断での入院とする。
一方で、
① 早期退院を目指した手続きとする
② 入院した人は自分の気持ちを代弁する人を選べることとする

等、入院後の手続きを強化することにより、権利擁護を図る。

「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」の報告書（平成２４年６月２８日）

○ 医療保護入院における保護者の同意要件を外し、
家族等（＊）のうちのいずれかの者の同意と、精神保健指定医１名の判断を要件とする。
また、精神科病院の管理者に、退院促進のための体制整備を義務づけた。

＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長

「改正精神保健福祉法」（平成２５年６月１３日成立）

「検討チーム」の報告では、入院した人は、自分の気持ちを代弁し、病院などに伝える役割をする「代弁者（アド
ボケーター）」を選ぶことができる仕組みを導入するべき、とされたが、「代弁者」の実施主体、活動内容等につ
いて様々な意見があることから、今回の法改正には盛り込まず、具体化に向けた調査・研究を行っていくこととし
た。

※「代弁者」について
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精神障害者の意思決定支援に関する調査研究（障害者総合福祉推進事業）

平成24年度

『精神障害者のアドボケイトを担う人材及び精神障害者における成年後見制度のあり方について』

・ 団体及び当事者へのインタビュー調査、日中系事業所利用者等へのアンケート調査を実施し、検討委
員会において検討。

代弁者の必要性を明らかにするとともに、代弁者の定義を提案

『精神障害者の意思決定の助言・支援を担う人材の養成及び実施について』

・ 先行事例の調査研究（医療機関へのアンケート調査、訪問インタビュー調査）を実施し、意思決定の助
言・支援のフロー（案）を作成。

・ 支援フロー（案）における精神障害者の意思決定の助言・支援の具体的な実施方法や実施に当たって
の留意点について、分析・考察。

意思決定の助言・支援を行うための具体的な方策の検討と支援フロー案を提案

『入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業』
・ 平成25年度に作成された「精神障害者に対する意思決定及び意思表明に関するフロー」に基づき、モデ
ル事業を実施。
・ 事業の課題を把握し、それを踏まえた事業実施マニュアルを作成する。

精神障害者の意思決定及び意思の表明についての今後の在り方に関する政策提言について、
本年度中に取りまとめる予定。

平成25年度

平成26年度

61



Ⅷ． 高齢の障害者に対する支援の在り方について
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Ⅸ． 障害児支援について
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＜現状＞

○ 障害児支援は障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）と障
害児入所支援（福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設）によって行われている。（障害児支援の強化を図るため、
従来の障害種別ごとに分かれていた施設体系について、平成２４年度から通所・入所の利用形態の別により一元化。）

○ 地域生活支援事業において、ピアサポートやペアレントメンターの養成等を行う事業が補助対象となっている。

○ 児童福祉法第７条第２項において「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」を重症心身障害児と定

義していることから、経管栄養や胃ろう等の医療的なケアが必要な児童であっても、移動が可能であったり、知的障害が無

い場合や、重度の知的障害を有するが肢体不自由がなく、自傷、異食等の行動障害を有するいわゆる「動く重心」について

は原則として重症心身障害児としての支援は受けることはできない。

○ 平成２７年度報酬改定において、家族等に対する相談援助の充実の観点から、家庭連携加算が障害児通所支援と同日

算定できるよう見直しを図るほか、障害児通所支援事業所等において、障害児及びその家族に相談援助を行った場合に算

定が可能な事業所内相談支援加算を創設することとしている。また、重症心身障害児に対する支援の充実を図るため、延

長支援加算や送迎加算の拡充を図ることとしている。

○ 重症心身障害児者に対しては、児者一貫した支援が必要であることから、医療型障害児入所施設と療養介護事業所のい

ずれか一方の指定基準を満たせば他方の指定も同時に受けることが可能な仕組みとなっている。

○ 障害者支援施設と福祉型障害児入所施設においても、平成24年度に施行された改正児童福祉法によって障害児入所施

設入所中の18歳を超えた障害者が、施設に入所し続けられなくなることを防ぐため、いずれか一方の指定基準を満たせば

他方の指定も同時に受けることが可能な仕組みとなっている。

○ 一体運用の取扱いは主管課長会議等で平成30年３月31日までの措置であると周知している。
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（参考）障害児支援の在り方に関する検討会報告書

○ 「地域社会への参加・包容（インクルージョン）の基本理念を踏まえ、一般的な子育て支援施策における障害児の受入

れを進めることにあわせて、障害児支援を、施設・事業所等が持っている専門的な知識・経験に基づき一般的な子育て

支援施策をバックアップする後方支援として位置づけ、保育所等の育ちの場における障害児の支援に協力できるような

体制づくりを進めていくことが必要」との指摘がなされている。

○ 「（障害児に関する）障害福祉計画への記載はあくまでも努力義務にとどまっており、厚生労働省においては、全ての

都道府県・市町村において計画が作られるように、他の障害福祉サービスと同様に障害福祉計画への記載義務を法定

化する方向で検討すべきである」との指摘がなされている。

○ 「多くの関係機関に専門的な知識・経験を還元するために、（保育所等訪問支援が）制度上認められる訪問対象先を

拡大し、医療機関や児童養護施設等を追加することを検討すべき」との指摘がなされている。

○ 「家族支援の充実」について、「子どもの育ちを支える力」の向上、精神面でのケア・カウンセリング等の支援、ケアを

一時的に代行する支援の充実、保護者の就労のための支援、きょうだい支援の項目立てで提言がなされた。

○ 特別支援学校高等部を退学するなどした場合の障害児は、主に小学校就学前の児童と一緒に児童発達支援を利用

するしかない現状を踏まえ、「放課後等デイサービスは、学校を退学したため学籍をなくした障害児が利用を希望する

場合について利用できるようにすべきである。」との意見がなされた。

○ 「児童発達支援等の事業所から居宅への訪問型の療育支援の制度化に向けて検討を行うべき」との指摘がなされて

いる。

○ 子どもに障害があるからといって保護者の就労が制限されるようなことがあってはならないという考え方が共有され

た。



＜現状＞

（支援の質の向上・充実について）
○ 児童福祉法において、保育所等訪問支援は「当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活へ
の適応のための専門的な支援その他の便宜を供与」、児童発達支援は「施設に通わせ、日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与」とそれぞれ規定されてい
る。

○ 障害児支援の在り方に関する検討会報告書の提言を受け、平成26年10月６日から障害児通所支援に関するガイドライ
ン策定検討会を開催し、放課後等デイサービスについてのガイドライン策定に向けた検討を行っている。

○ 平成27年度報酬改定において、支援の質を確保する観点から児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置してい
る事業所についての加算を創設することとしている。

（医療的ケアが必要な障害児及び重症心身障害児について）
○ 平成24年度から平成26年度まで、個別の施設等における、総合的な調整を行うコーディネーターを配置した上で、関係機
関との連携や地域住民に対する理解促進等を進め、重症心身障害児者の地域生活の向上を図るための先進的な取組みに
対して助成を行う「重症心身障害児者の地域生活モデル事業」を実施している。

○ 平成27年度予算案においては、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が行うコーディネーターを中心とした広域的な
視点での関係機関の連携や人材育成の取組に対して補助を実施する「重症心身障害児者支援体制整備モデル事業」が計
上されている。
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＜現状＞

○ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準において「指定障害児入所施設は、地
域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」とされている。

○ 平成27年度報酬改定において医療型障害児入所施設の基本報酬に有期・有目的入所の場合の基本単価を新設してい
る。また、福祉型障害入所施設同様の心理担当職員配置加算を創設することとしている。

○ 同じく、報酬改定において福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターの福祉職員の人員配置の不均衡
を是正するため、医療型児童発達支援センターにおいて保育職員加配加算を創設することとしている。
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（参考）障害児支援の在り方に関する検討会報告書

○ 「今後、障害種別ごとの専門性を維持することにも配慮した上で、人員配置基準や報酬体系の一元化についてもさらに

進めるべきである。」との意見がなされた。

○ 「障害者総合支援法に基づく（自立支援）協議会については、現在、ほとんどの自治体において設置されているものの、

活動実績が乏しいところや子ども部会等の専門部会が未設置であるところもあるため、（自立支援）協議会の活性化を通

じて地域のネットワークを強化していくための具体策を検討すべき」との意見がなされた。



平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化

児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜障害者自立支援法＞＞

＜＜児童福祉法＞＞

（医）とあるのは医療の提供を
行っているもの

＜＜児童福祉法＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】
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連
携
連
携

重症心身障害児者への支援の強化・充実を図るため、地域の中核となる重症心身障害児者支援センターを設置し、
市町村・事業所等への支援、医療機関との連携等を行い、地域全体における重層的な支援体制の構築を図る取組みを
進める都道府県・指定都市・児童相談所設置市に対して補助を実施する。

※将来的には、全ての都道府県・指定都市・児相設置市の設置を目指す

重症心身障害児者支援体制整備モデル事業 平成27年度予算案額 8,850千円

重症心身障害児者支援センター

地域中核病院
・地域小児科

センター

障害児
入所施設

児童発達支援
センター等

訪問看護
ステーション

相談支援事業所

市
町
村
・

広
域

都
道
府
県
等

○ コーディネート機能
・市町村、事業所等の支援
・新規資源の開拓（既存施設、インフォーマル・サービス等）
・地域住民に対する情報提供

○ 人材育成

・特別支援学校
・訪問教育

教
育

救命救急センター・
小児専門病院

小児科診療所
・在宅療養支援

診療所

重症心身障害児者支援
コーディネーター

（仮称）

情
報
共
有
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
利
用

（自立支援）協議会
子ども関係の部会

市町村
担当課

障害福祉
サービス
事業所
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今後の障害児支援の在り方について
～「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか～

○ 地域社会への参加・包容（ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ）の推進と合理的配慮

○ 障害児の地域社会への参加・包容を子育て支援において推進するため
の後方支援としての専門的役割の発揮

平成26年７月16日
障害児支援の在り方に関する検討会

○ ライフステージに応じた切れ目の無い支援（縦の連携）

○ 保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等とも連携した地域支援体制
の確立（横の連携）

障害児本人の最善の利益の保障 家族支援の重視

地 域 に お け る 「縦 横 連 携」 の 推 進

基本理念

児童相談所等との
連携

支援に関する
情報の共有化

相談支援の推進
支援者の専門性

の向上等

（報告書のポイント）
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＜報告書提言の主な内容（１）＞

〇 児童発達支援センターを中心とした重層的な支援体制（各センターによる

保育所等訪問支援・障害児相談支援の実施等）

○ 保育所等訪問支援等の充実、入所施設への有期・有目的入所の検討

〇 障害児相談支援の役割の拡充、ワンストップ対応を目指した

子ども・子育て支援新制度の「利用者支援事業」との連携

〇 （自立支援）協議会の活性化、支援に関する情報の共有化を目的とした

「サポートファイル」の活用

〇 障害福祉計画における障害児支援の記載義務の法定化

① 地域における「縦横連携」を進めるための体制づくり

○ ライフステージごとの支援（乳幼児期、小学校入学前、学齢期、卒業後）

〇 保護者の「気づき」の段階からの支援、保育所等での丁寧なフォローによる

専門的な支援へのつなぎ、障害児等療育支援事業等の活用

〇 教育支援委員会や学校等との連携、卒業後を見据えた就労移行支援事業

所等との連携

② 「縦横連携」によるライフステージごとの個別の支援の充実
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〇 福祉の専門家だけでは適切に対応できないことを念頭に置いた医療・福祉

の連携、医療機関や入所施設の専門性を活用した研修の実施

○ 強度行動障害支援者養成研修の推進、重症心身障害児者の地域支援の

コーディネート機能を持つ中核機関の整備に向けた検討

③ 特別に配慮された支援が必要な障害児のための医療・福祉の連携

〇 ペアレント・トレーニングの推進、精神面のケア、ケアを一時的に代行する支

援、保護者の就労のための支援、家族の活動、障害児のきょうだい支援

④ 家族支援の充実

〇 一元化を踏まえた職員配置等の検討、放課後等デイサービス等の障害児支

援に関するガイドラインの策定

○ 児童養護施設等の対応を踏まえた障害児入所施設の環境改善及び措置入

所を含めた障害児入所支援の在り方の検討

⑤ 個々のサービスの質のさらなる確保

＜報告書提言の主な内容（２）＞

→ 子ども・子育て支援及び障害児支援の計画的進展のための関連部門の連携
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Ⅹ． その他の障害福祉サービスの在り方等について
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＜現状＞

（障害者の範囲等）
○ 障害者基本法において、｢障害者」は、「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害が

ある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされ
ている。

○ サービス給付法である障害者総合支援法において、｢障害者」は、「身体障害者、知的障害者及び精神障害者(発達障害者
を含み、知的障害者を除く）並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障
害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」とされている。

（障害福祉サービス等の体系等）
○ Ｐ○○～○○参照

（障害福祉サービス等の財源）
○ 障害福祉サービス等の予算額は、平成１７年度 ４，３１２億円 → 平成２７年度(予算案） １兆８４９億円 (国費) と、
１０年間で２倍以上に増加。

○ 利用者負担については、
・ 平成２２年４月から、低所得の障害者等の利用者負担を無料とし、実質的に応能負担とする
・ 平成２２年１２月に議員立法で成立した障害者自立支援法等の一部改正法により、応能負担であることを法律上も明確化
・ 一部改正法において、障害福祉サービス等と補装具の利用者負担を合算し、負担軽減の仕組みを導入
といった取組を行ってきた。
※ 給付費全体に対する利用者負担額の割合 0.25％ （H２６．１０ 国保連データ）

○ 自立支援医療において、利用者負担が過大とならないよう、所得に応じて１月当たりの負担額を設定（１割がこれに満たな
い場合は１割）。また費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない者、育成医療の中間所得層については、さ
らに軽減措置を実施。
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＜現状＞

（障害福祉サービス等の財源） 【続き】
○ 障害福祉サービス等の利用者負担額の算定に当たっては、障害者本人とその配偶者のみの所得で判断。
配偶者については、民法上、扶助義務が課されていること等を考慮して世帯の対象としているもの。

○ ３年後見直しに当たっては、制度の持続可能性の確保を図るため、制度を支える財源・負担の在り方等について幅広く検
討を行うべきとの意見がある。

（参考）平成27 年度予算の編成等に関する建議（平成26年12月25日財政制度等審議会）
28 年においては、障害者総合支援法の施行後３年を目途として障害福祉サービスの在り方等について見直しを行うこととされている。この

見直しに当たっては、障害者の自立や就労を支援するための効率的なサービス提供の在り方、必要な支援の度合いに応じたサービス提供
の在り方、制度を支える財源・負担の在り方等について幅広く検討を行い、制度の持続可能性の確保を図るべきである。

（報酬の支払い、給付費の負担等）
○ 障害福祉サービスの報酬体系は、訪問系サービスは時間割りで、その他のサービスは日払いで評価。

○ 自立支援給付は、原則として、申請者である障害者等の居住地の市町村が実施主体となる。
ただし、施設等所在地の事務及び費用負担が過大とならないよう、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所者につ
いては、入所等する前に居住地を有していた市町村を実施主体として取り扱う。(居住地特例）

（障害者の医療ニーズへの対応）
○ 医療ニーズに対するサービスとしては、療養介護、短期入所、医療型児童発達支援、障害児入所支援の４つのサービス

がある。

○ 上記以外のサービスにおいても医療連携体制加算等において医療ニーズに対する支援を評価している。
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＜現状＞

（障害福祉計画等）
○ 障害者総合支援法では、
・ 国が｢基本指針」を定め、地域生活への移行等の一定の目標を設定するとともに、
・ 地方公共団体は国の基本指針に即して３年間を基本とした障害福祉計画を策定し、数値目標を設定するとともに、障害
福祉サービスの必要見込み量を定めて、計画的に基盤整備を図る。

○ 平成２４年の障害者総合支援法において、
・ 障害福祉計画の必須記載事項に、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項等の追加、
・ 計画記載事項の定期的な調査、分析及び評価に関する事項の法定化、
・ 市町村が計画を作成する際の障害者等の心身の状況等の把握の努力義務化
等を行い、内容等を充実。
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○障害者総合支援法

（定義）

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知

的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者（発
達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にい
う知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その
他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以
上であるものをいう。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四条第一項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める程度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項に規
定する厚生労働大臣が定める程度は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に
基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病（平成二十六年厚生労働省告示第四百七十八号）に掲げる疾病による障害に
より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度とする。

○障害者基本法

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）

がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを
いう。 77
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児童福祉法及び障害者総合支援法における障害福祉サービス等の受給要件

児童福祉法 障害者総合支援法

定 義 【第４条 障害児の定義】18歳未満
○身体に障害のある児童
○知的障害のある児童
○精神に障害のある児童（発達障害児を含む）
○治療方法が確立していない疾病その他の特
殊の疾病であって障害者総合支援法第４条
第１項の政令で定めるものによる障害の程度
が同項の厚生労働大臣が定める程度である
児童（注）

【第４条 障害者の定義】18歳以上
○身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
（身体障害者手帳の交付を受けた者）

○知的障害者福祉法にいう知的障害者
○精神保健福祉法第５条に規定する精神障害者
○治療方法が確立していない疾病その他の特殊の
疾病であって政令で定めるものによる障害の程度
が厚生労働大臣が定める程度である者

障害福祉
サービス
等の受給
と手帳の
要否

手帳の所持は必須でない
（市町村又は児童相談所が必要性を判断）

身体：身体障害者手帳の所持必須
知的：療育手帳の所持は必ずしも必須でない
精神：精神保健福祉手帳の所持は必ずしも必須で

ない
難病等（注）：身体障害者手帳の所持不要

障害支援
区分

○適用なし
居宅介護又は短期入所の申請があった場合、障害の種類
や程度の把握のために、５領域１１項目の調査を行った上
で支給の要否及び支給量を決定

○介護給付費の支給対象となるサービスを利用す
る際、障害支援区分の認定が必要

○訓練等給付費の支給対象となるサービス（共同
生活援助において介護提供を希望する場合を除
く）を利用する際は、不要
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付 訓練等給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護
・療養介護
・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付第２８条第１項

第２８条第２項

第６条

第５条第２２項

第５条第２３項

第７７条第１項

第７８条

※自立支援医療のうち育
成医療と、精神通院医療の
実施主体は都道府県等

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

障害者総合支援法の給付・事業
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（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。
２．利用者数及び施設・事業所数は平成26年2月現在の国保連データ。（共同生活援助は旧ケアホームと旧グループホームの数値を合算したもの）

サービス名

者 児

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい
困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事
の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う

児者

者

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回
避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援

短期入所（ショートステイ）

療養介護

施設入所支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを
包括的に行う

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め
施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養
上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護
等を行う

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護
等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体
機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

児者

児者

児者

者

者

者

者

就労移行支援

就労継続支援（A型＝雇用型）

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要
な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するととも
に、能力等の向上のために必要な訓練を行う

者

者

共同生活援助（グループホーム） 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食
事の介護、日常生活上の援助を行う

者

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必
要な情報提供や介護を行う

児者

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活
能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

就労継続支援（B型） 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するととも
に、能力等の向上のために必要な訓練を行う

者

者

障害福祉サービス等の体系１

居
住
系

訪
問
系

日
中
活
動
系

施
設
系

訓
練
系
・
就
労
系

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

利用者数 施設・事業所数

145,522 17,987

9,524 6,181

7,454

37

250,673

34,163

19,267

132,816

2,546

1,301

10

8,336

3,679

239

2,627

181

26,970

35,705

2,478

1,999

88,172 8,277

20,611 5,449

12,806 1,191

178,395 8,416
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（注）１．表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。
２．利用者数及び施設・事業所数は平成26年2月現在の国保連データ。

サービス名

者 児

児童発達支援

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援を行う。

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う。

児

保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生

活への適応のための専門的な支援などを行う。

計画相談支援

医療型障害児入所施設

障害児相談支援

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導
及び知識技能の付与を行う。

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、
保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

【サービス利用支援】

・サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成

・支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成

【継続利用支援】

・サービス等の利用状況等の検証（モニタリング）

・事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

【障害児利用援助】
・障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成

【継続障害児支援利用援助】

児

児者

地域移行支援
住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する
相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う。

者

放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活
能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

児

障害福祉サービス等の体系２

障
害
児
通
所
系

障
害
児
入
所
系

相
談
支
援
系

そ
の
他
の
給
付

利用者数 施設・事業所数

65,328 2,623

2,672 103

1,288

1,908

2,074

7,125

47,233

1,730

258

189

182

1,270

3,954

349

503 281

70,955 4,132

児

児

地域定着支援
常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事
態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡帳など、
緊急時の各種支援を行う。

者

福祉型障害児入所施設 児

児
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自立支援医療制度の概要

障害者総合支援法
障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害を除去・軽減す
るための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度（所得に応
じ１月あたりの負担額を設定（１割がこれに満たない場合は１割））

根 拠 法 ：
概 要 ：

更 生 医 療 ：

育 成 医 療 ：

精神通院医療 ：

身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等
の治療により確実に効果が期待できるもの（18歳以上）

児童福祉法第４条第２項に規定する障害児（障害に係る医療を行わないときは将来障
害を残すと認められる児童を含む。）で、その障害を除去・軽減する手術等の治療に
より確実に効果が期待できるもの（18歳未満）

精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院
による精神医療を継続的に要するもの

根拠法及び概要

対 象 者

対象となる治療の例

精神通院医療
（精神疾患）

精神科専門療
法、

訪問看護

更生医療・育成医療
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術
視 覚 障 害 ･･･ 白内障 → 水晶体摘出術

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析
※ 育成医療のみ＜先天性内臓障害＞ 鎖肛 →  人工肛門の造設 82



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

予算案

障害児措置費・給付費

自立支援給付

地域生活支援事業

7,346億円
（+9.4%）

9,314億円
（+10.8%）

8,406億円
（+14.4%）

6,716億円
（+12.1%）

5,989億円
（+2.5%）5,840億円

（+8.6%）5,380億円
（+10.0%）

4,473億円4,175億円
4,945億円

5,071億円

5,719億円

6,341億円

7,434億円

8,229億円

200億円

518億円
507億円

400億円 400億円 440億円 440億円 445億円 450億円 460億円

495億円
478億円

557億円

560億円

522億円

625億円

障害福祉サービス等予算の推移
障害福祉サービス関係予算額は義務的経費化により10年間で２倍以上に増加している。

（注１）平成18年度については、自立支援法施行前の支援費、自立支援法施行後の自立支援給付、地域生活支援事業等を積み上げた
予算額である。（自立支援法は平成18年4月一部施行、同年10月完全施行）

（注２）平成20年度の自立支援給付費予算額は補正後予算額である。
（注３）平成21年度の障害児措置費・給付費予算額は補正後予算額である。

（億円）

4,893億円

10,373億円
（+11.4%） 1,055億円

9,330億円

462億円

9,071億円

464億円

840億円

10,849億円
（+4.6%）
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（居宅・通所サービスの場合【障害者・障害児】）

① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担限度額を設定（介護保険並び）
② 平成１９年４月からの「特別対策」による負担軽減 （①の限度額を軽減。平成２０年度まで。）
③ 平成２０年７月からの緊急措置 （対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。）
④ 平成２２年４月から、低所得（市町村民税非課税）の利用者負担を無料化

⑤ 平成２４年４月から法律上も応能負担となることが明確化（平成２２年１２月の議員立法による障害者自立支援法等の一
部改正法により措置）

※ 資産要件あり（所有する現金及び預貯金等が

1,000万円（単身の場合は500万円）以下等）。

平成２１年７月以降資産要件は撤廃。

（１） 一般：市町村民税課税世帯
（２） 低所得２：市町村民税非課税世帯（（３）を除く）
（３） 低所得１：市町村民税非課税世帯であって、利用者本人（障害児の場合はその保護者）の年収が８０万円以下の方
（４） 生活保護：生活保護世帯

・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担限度額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断

サービス量

負
担
額

＜介護保険並び＞

定率負担 （１割）
（サービス量に応じ）

①

一 般

３７，２００円

低所得２

２４，６００円

生活保護

０円

低所得１
１５，０００円

低所得２ （※）
６，１５０円

（通所は 3,750 円）

生活保護

０円

低所得１ （※）
３，７５０円

＜特別対策＞②

一般（※）
（所得割１６万円未満）

９，３００円

一般
３７，２００円

月額負担上限
（所得に応じ）

低所得２ （※）
３，０００円

（通所は 1,500 円）

生活保護

０円

低所得１ （※）
１，５００円

＜緊急措置＞③

一般（※）
（所得割１６万円未満（注））

９，３００円

一般
３７，２００円

（注）障害児の場合は、一般世帯の
所得割２８万円未満は、４，６００円

（平成１９年４月～） （平成２０年７月～）

低所得２
０ 円

生活保護
０円

低所得１
０ 円

④

一般
（所得割１６万円未満（注））

９，３００円

一般
３７，２００円

（平成２２年４月～）

＜低所得無料化＞
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平成22年3月の負担率

8.69% 一般２

5.67% 一般１

2.29% 低所得２

0.70% 低所得１

－ 生活保護

1.90% 計（平均）

（参考）

平成２６年１０月の利用者負担額等データ（障害者総合支援法に基づく介護給付費等）

※平成24年3月時点では、
①無料でサービスを利用している者の割合は８４．８％、
②給付費に対する利用者負担額の割合は０．４０％、
であったが、平成24年4月からの制度改正で、障害者自立

支援法の児童デイサービスが児童福祉法の障害児通所支
援へ移行したこと等により、障害者自立支援法に係る利用
者負担額の割合が減少している。

○ 障害福祉サービス利用者のうち、93.4％が無料でサービスを利用している。（H22.3  11.0% → H26.10 93.4%）
※市町村民税非課税世帯（低所得者、生活保護）は、利用者負担が無料。

○ 給付費全体に対する利用者負担額の割合は、0.25％となっている。（H22.3  1.90% → H26.10 0.25%）

（内訳）
入 所： 15.2万人
Ｇ Ｈ 等 ： 9.7万人
居 宅： 17.7万人
通 所： 29.6万人
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○「重度かつ継続」の範囲
・疾病、症状等から対象となる者

[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝
臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

[精神通院] ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者

○負担上限月額の経過的特例措置
育成医療の中間所得１，２及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、平成３０年３月３１日までの経過的
特例措置（予定） （障害者総合支援法施行令附則第１２条、第１３条）

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中間所

得２

中間所
得１

市町村民税課税以
上
235,000円未満

低 所 得 ２

低 所 得 １

生活保護

市町村民税非課税
（本人収入が800,001円以上）

市町村民税非課税
（本人収入が800,000円以下）

生活保護世帯

市町村民税課税以
上33,000円未満

市町村民税
33,000円以上

235,000円未満中 間

所 得

市町村民税235,000円以上

０円 ０円 ０円

２，５００円 ２，５００円 ２，５００円

５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円医療保険の
高額療養費

※精神通院の
殆どは重度か
つ継続

２０，０００円対 象 外 対 象 外

所得区分
更生医療・

精神通院医療
育成医療 重度かつ継続

① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担額を設定。（１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、

更に軽減措置を実施。
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※特※特定施設

①障害者支援施設
②のぞみの園
③児童福祉施設
④療養介護を行う病院
⑤生活保護法第30条第1項ただし書の施設※特定施設
①障害者支援施設
②のぞみの園
③児童福祉施設

居住地特例について

Ａ市 B市

※ 入所前の居住地が明らかでない場合は居住地ではなく所在地

前提：Ａ市にいた者が、Ｂ市の特定施設に入所した場合前提：Ａ市にいた者が、Ｂ市の特定施設に入所した場合

A市が支給決定の実施主体

【入所前の居住地】 【特定施設】

障害者総合支援法に規定する特定施設に該当する施設に入所した場合、施設所在市町
村の財政負担を軽減する観点から、その支給決定は当該施設入所前の市町村が実施す
ることとされている。（居住地特例（総合⽀援法第19条））

④療養介護を⾏う病院
⑤生活保護法第30条第1項ただし書の施設（救護施設、更⽣施設等）
⑥共同⽣活援助を⾏う共同⽣活住居

※特定施設とは、
①障害者支援施設
②のぞみの園
③児童福祉施設
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障害福祉計画について

88

基本指針
第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生
活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項

３ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるため
に必要な措置を講ずるものとする。

４ 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するも
のとする。
５ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

市町村障害福祉計画
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計
画」という。)を定めるものとする。
２ 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

３ 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教
育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
４ 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数、その障害の状況その他の事情を勘案して作成されなければならない。

５ 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障
害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

６ 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規
定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
７ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
８ 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定
め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

９ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見
を聴かなければならない。
１０ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
１１ 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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都道府県障害福祉計画
第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確
保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
２ 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込
み
三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
３ 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する
事項
三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項

四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、
公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項

４ 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画その
他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
５ 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者
の退院の促進に資するものでなければならない。

６ 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければな
らない。

７ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければ
ならない。
８ 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各
号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講
ずるものとする。

第八十九条の二 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当
該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措
置を講ずるものとする。
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移動支援事業の実施状況【都道府県別】

○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では1,576市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は90.5%である。

実施割合（％）
平均
90.5%

※数値は平成２５年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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移動支援事業 都道府県別の事業費（平成２５年度）

※数値は平成２５年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（単位：百万円）
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平均
26.1
千円

移動支援事業 都道府県別１人あたりの支出額（平成２６年３月利用分）

【平均】26.1千円 【最大】埼玉県（46.7千円） 【最小】青森県(13.4千円）

※「平均26.1千円」は、都道府県ごとの値を単純平均したもの。

※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（個別支援型）

（単位：千円）
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移動支援事業 都道府県別の支出額と実利用人員（平成２６年３月分）

※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（個別支援型）
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都道府県
支出額
（千円）

実利用人員
（人）

都道府県
支出額
（千円）

実利用人員
（人）

北海道 103,991 4,111 滋賀県 28,998 1,233
青森県 5,794 432 京都府 150,607 3,775
岩手県 2,421 164 大阪府 729,993 18,565
宮城県 27,760 904 兵庫県 282,639 6,318
秋田県 747 43 奈良県 49,696 1,959
山形県 3,076 214 和歌山県 17,306 753
福島県 21,898 1,004 鳥取県 9,246 362
茨城県 10,556 505 島根県 17,839 697
栃木県 15,374 702 岡山県 27,104 1,240
群馬県 40,974 1,236 広島県 124,924 4,207
埼玉県 180,799 3,872 山口県 4,915 197
千葉県 106,963 3,103 徳島県 16,436 735
東京都 525,566 12,842 香川県 21,899 943
神奈川県 241,671 8,917 愛媛県 10,855 602
新潟県 29,295 1,043 高知県 5,049 189
富山県 1,058 67 福岡県 97,159 2,676
石川県 20,822 760 佐賀県 5,443 288
福井県 6,449 278 長崎県 12,723 482
山梨県 6,651 413 熊本県 3,918 203
長野県 42,864 1,761 大分県 14,609 600
岐阜県 17,853 768 宮崎県 13,943 479
静岡県 36,838 1,727 鹿児島県 17,449 534
愛知県 236,083 6,781 沖縄県 23,680 855
三重県 20,703 909
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平均
10.6
時間

移動支援事業 都道府県別１人あたりの利用時間（平成２６年３月利用分）

【平均】10.6時間 【最大】大阪府（20.3時間） 【最小】岩手県、富山県（6.1時間）

（単位：時間）

※「平均１0.6時間」は、都道府県ごとの値を単純平均したもの。

※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（個別支援型）
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移動支援事業 都道府県別の延べ利用時間と実利用人員（平成２６年３月分）

※各自治体への実態調査に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（個別支援型）
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都道府県
延べ利用時間

（時間）
実利用人員

（人）
都道府県

延べ利用時間
（時間）

実利用人員
（人）

北海道 43,411 4,111 滋賀県 10,333 1,233
青森県 3,413 432 京都府 60,197 3,775
岩手県 1,002 164 大阪府 375,997 18,565
宮城県 12,040 904 兵庫県 113,417 6,318
秋田県 265 43 奈良県 21,002 1,959
山形県 1,451 214 和歌山県 6,589 753
福島県 9,118 1,004 鳥取県 3,262 362
茨城県 4,535 505 島根県 6,466 697
栃木県 5,220 702 岡山県 14,461 1,240
群馬県 15,062 1,236 広島県 65,436 4,207
埼玉県 63,907 3,872 山口県 1,998 197
千葉県 38,590 3,103 徳島県 7,275 735
東京都 183,239 12,842 香川県 8,801 943
神奈川県 56,764 8,917 愛媛県 4,914 602
新潟県 10,847 1,043 高知県 1,937 189
富山県 410 67 福岡県 37,400 2,676
石川県 8,321 760 佐賀県 2,389 288
福井県 2,326 278 長崎県 5,919 482
山梨県 3,127 413 熊本県 1,750 203
長野県 21,461 1,761 大分県 6,762 600
岐阜県 7,069 768 宮崎県 5,551 479
静岡県 16,037 1,727 鹿児島県 6,177 534
愛知県 98,708 6,781 沖縄県 8,925 855
三重県 7,698 909
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意思疎通支援事業の実施体制整備状況【都道府県別】

○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では1,598市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は91.7%である。
実施割合（％） 平均

91.7%

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。
※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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意思疎通支援事業

（内訳１） 手話通訳者派遣事業の実施体制整備状況【都道府県別】
○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では1,595市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は91.6%である。

平均
91.6%実施割合（％）

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。
※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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意思疎通支援事業

（内訳２） 手話通訳者設置事業の実施体制整備状況【都道府県別】
○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では656市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は37.7%である。

平均
37.7%.

実施割合（％）

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。
※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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意思疎通支援事業

（内訳３） 要約筆記者派遣事業の実施体制整備状況【都道府県別】
○ 各都道府県内の全市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では1,287市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は73.9%である。

平均
73.9%

実施割合（％）

※各期間の実施割合算定のための分母となる全国市町村数は、それぞれ各期間の末日における全国市町村数である。
※各自治体からの事業実施体制の整備状況報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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意思疎通支援事業 都道府県別の事業費（平成２５年度）

※数値は平成２５年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
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（単位：百万円）



日常生活用具給付等事業の実施状況及び都道府県別の事業費（平成２５年度）

※数値は平成２５年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。

（単位：百万円）
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○ 全市町村に対する事業を実施している市町村の割合は1,724市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は
99.0%である（注）。 （注）このため、都道府県別の実施状況のグラフは添付しない。

○ 都道府県別の事業費は、下のグラフのとおりである。
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地域活動支援センター基礎的事業の実施状況【都道府県別】

実施割合（％）

平均
79.0%

○ 各都道府県内の市町村に対する事業を実施している市町村の割合である。
○ 全体では1,376市町村／1,741市町村（H26.3.31現在）で実施割合は79.0%である。

※数値は平成２５年度値。
※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。

102



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

995

714 714

983

721
799

668 620
533

449

782

322

335
408

347

361

413

418
384

336

266

377

（万円） 基礎的 機能強化1,317
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地域活動支援センターに対する補助額

・ 平成２５年度の実績報告額に基づき、地域活動支援センターに対する補助額（１か所あたり平均）を自治体の規模別にとりまとめたもの。
・市町村地域生活支援事業費であるため、実施主体額ごとに補助額は異なるが、全国を単純平均すると、基礎的事業は７８０万円程度、
機能強化事業は３８０万円程度、計１，１６０万円程度となっている。

※各自治体からの実績報告に基づき自立支援振興室において集計したもの。
※機能強化事業の対象となっていない施設は含まれていない。

政令・中核の別 人口規模別
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